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1債 務者 は,消 費者 との 間で貸衣 装 契約 を締結 す る に際 し,解 約 時 に消費

者 が負担 す る解 約金 につい て,別 紙 契約条 項 目録 の記 載 の条項 を内容 とす

る意 思表示 を行 って はな らない。

2本 決 定送達 の 日以降,債 務者 が前 項記載 の義務 に違 反 して前 項記 載 の意

思表 示 を行 った ときは,債 務者 は,債 権 者 に対 し,違 反 行為 を した 回数1

回 につ き15万 円の割合 に よ る金員 を支払 え。
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理 由

1本 件 は,消 費者契約 法13条 に基づ き内閣総理 大 臣の認 定 を受 けた適格 消 費者

団体で ある債権 者 が,貸 衣 裳 業等 を 目的 とす る株 式会社 で ある債務 者 を被 告 とし

て,債 務 者 が消費者 との間 の貸衣 装契 約 におい て別 紙契 約 条項 目録 の条項(以 下

「本 件 契約 条項 」 とい う。)を 内容 とす る意思 表示 をす る こ との差止 め等 を請 求

す る訴訟 を提 起 し,債 務者 が同請 求 を認諾 した こ とか ら,当 該訴 訟 の認諾 調 書正

本(以 下 「本件 債務 名 義 」 とい う。)に 基 づ き,本 件 債務 名 義 に係 る不作 為債 務

の履 行 と違反行 為 を した回数1回 につ き20万 円 の割合 に よる金 員 の支払 を債務

者 に命 じる間接 強制 の 申立 て を した事案 で ある。

債 務者 は,債 権者 か ら,債 務 者 が消 費者 との間で結婚 式 用 の貸 衣装 契約 を締結

す るに際 し,債 務 者 が消 費者 に交 付す る契約 書 のひ な形 に ある本 件契 約条項(貸

衣装 契約 の契約 日か ら衣装 の使 用 の30日 前 まで一・律に契約 金額 の30パ ー セ ン

トの解 約金 を徴収 す る とす る もの)が 消費者 契約 法9条1項 に違 反す る として,

①本 件契約 条項 を内容 とす る意 思 表示 の差止 め,② 本件 契約 条項 が記 載 され た契

約書 ひ な形 が印刷 され た契約 書用 紙 の破 棄及 び③従 業員 に対す る所 定 の事項(債

務者 が消 費者 との 間で貸衣 装 契約 を締 結す るに際 し本件 契約 条項 を含 む意思 表示

を行 わ ない こ と,従 業 員 は本件 契 約条 項 を使 用 した貸衣 装 契約 を行 うた めの事務

一切 を行 わ ない よ うにす べ き こ と,本 件契約 条項 が記載 された契 約書 用紙 は全 て

破棄 すべ きこ と)の 書面 に よる告 知 を求 め る訴訟 を提 起 され,平 成27年10月

30日 に開 かれ た第1回 口頭 弁論 にお い て,上 記請 求 を全 て認諾 した とこ ろ,本

件 の手続 にお いて は,平 成27年11月20日 本件 契約 条 項 を改定 し,同 年12

月1日 以 降 は新 た な条 項(解 約手 数料 につ き,契 約 日か ら契約7日 目まで の解約

の場 合無料 とし,契 約8日 目か ら挙式 日の240日 前 まで の解約 の場 合衣装 代金

の15パ ーセ ン トと し,挙 式 日の239日 前 か ら挙式 日の30日 前 まで の解 約 の

場合 衣装代 金 の30パv-・ ・一セ ン トとす るもの。 乙1)に よ り契約 を締結 してお り,

本件 契約条 項 を 内容 とす る意 思表 示 を して いな いな どと して,本 件 債務名 義 に係
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る不作 為義務 の不履 行 のおそれ はな い とい う趣 旨の主張 を して い る。

2間 接 強制決 定 の可否 につ いて

(1)不 作為 を 目的 とす る債 務 の強制 執行 として間接 強制 決 定 をす るに は,債 権者

にお い て,債 務者 がそ の不 作為 義務 に違 反す るお それ があ る こ とを立証 すれ ば

足 り,債 務者 が現 にそ の不 作為 義務 に違反 してい るこ とを立証 す る必要 はな い。

また,義 務 違反 のお それ の要件 は,高 度 の蓋然性 や急 迫性 に裏 付 け られ た もの

で あ る必 要 は ない と解 す るの が相 当で あ る(最 高裁第 二小 法廷 平成17年12

.月9日 決 定民集59巻10号2889頁)。

(2)こ れ を本 件 につい てみ る に,確 か に,債 務者 が平成27年12月1日 よ り本

件契 約条 項 を改定 した との債 務者 の主 張 に沿 う資料 は提 出 され てお り,こ れ に

よれ ば,債 務者 が本件 債務 名 義 に係 る不作為 義務 に違反 す るお それ が否 定 され

るよ うに も思 え る。 しか しなが ら,債 務者 は,平 成27年9月2日 付 けで本 件

訴訟 を提起 され,そ れ に先 立 つ 同年7月30日 付 けで債 権者 か ら消費者 契約 法

41条1項 に基 づ く事 前請 求 を受 けて いた こ とが認 め られ る とこ ろ,債 務者 の

主張 に よって も,本 件債務名 義 に係 る不作 為義務 を誠 実 に履行 した とい うには,

条 項 の改訂 に期 問 を要 した もの とい うべ きであ る。 また,債 務 者 は,本 件契約

条 項 の改定 等 につ い て主張 す る ものの,本 件債務名 義 に係 る他 の債 務(従 業員

に対す る所 定 の事 項 の告知)の 履 行 の有 無 につ いて 明 らか に して い ない。 さら

に,債 務 者 は,本 件契約 条項 が消費者 契約 法 に違 反す る と して本件 契約条 項 の

差 し止 め請 求訴訟 を提 起 され,そ の請 求 を認 諾 しなが ら,報 道機 関 に対 して は,

「裁 判 で争 うこ とに よる影 響 を考 慮 し,認 諾 を選 ん だ」 旨の コメン トを発 表 し

て,消 費者 契約 法違 反 の事 実 を認 めてお らず,本 件 の手 続 にお いて も,債 務 者

は貸衣 装業 を営 む 関連会社 の経 理 業務 を行 う会社 で あって,貸 衣 装業 の営 業活

動 を行 うもので はない な どと,本 来債務 名義 の成 立 の時点 で争 うべ き事項 に基

づ き本 件 申立て を争 ってい る。

以上 の事 実 に よれ ば,債 務 者 が本 件債務 名義 に係 る不作 為義 務 を確実 に履行
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す る姿勢 を示 して い る とい うには疑 問 があ る とい え る こ とに加 え,債 務者 に よ

る本件 契約 条項 の使 用 の事 実 は,顧 客 が貸 衣装 契約 を解約 し,債 務者 との間で

解約 金 額 をめ ぐる トラブル を生 じた よ うな場合 に初 め て外 部 に明 らか にな る も

ので あ るこ とも併 せ考 え る と,債 務者 が本件 契約 条項 を内容 とす る意 思表示 を

す るお それ が認 め られ る とい うべ きで あ る。

なお,債 務者 は,上 記 の よ うに貸 衣装 業 の営業 を行 うもの では ない と して本

件 債務 名義 に係 る不作為 義務 の不履 行 のおそ れ がな い とい う趣 旨の主 張 を して

い るが,こ れ は,上 記 の とお り本来 債務名 義 の成 立 の時点 で不作為 義務 の有 無

とい う形 で争 うべ き事項 で あって,そ の よ うな事項 に よ り執行 手続 にお い て債

務者 に よる不作 為義務 の不履行 のお それ を否 定す るのは相 当で な く,ま た,債

務者 が商業登 記 上貸衣 装業 を 目的 と して い る こ とや,債 務 者 が本件 訴訟 にお い

て請 求 を認 諾 した事実 自体,債 務者 が不作為 義務 の主体 とな り得 る 旨 自認 した

と評価 し得 るこ とに鑑 みれ ば,債 務 者 の上記主 張 は採 用 で きない。

(3)よ って,本 件 申立 ては 間接 強制決 定 の発 令 の要件 を満 たす もの とい え る。

3間 接 強制金 の額 につ いて

間接 強制金 の額 につい て は,債 務名 義 の性 質,債 務 者 の資 力,不 履 行 の状況 等

の諸 般 の事情 を考 慮す る と ともに,債 務 不履 行 に よ り不 特定 かつ多数 の消 費者 が

受 け るべ き不利益 を特 に考 慮 しな けれ ばな らない とされ る(消 費者契約 法47条)

ところ,一 件記 録 上,相 談事 例 と して現れ た事例 に関 して は,解 約 金 額 が10万

円前後 の ものが多 い と認 め られ る反 面,債 務名 義 の内容等 に照 らせ ば,上 記 金 額

の全額 が 直 ちに平 均的損 害 を超 え るもの と断 定す るには足 りない こ とに加 え,債

務 者 が本件訴 訟 におい て請求 を認 諾 した経緯や そ の後 の債務者 の対 応状 況等 を併

せ 斜酌 すれ ば,本 件 にお いて,債 務 の履行 を確 保 す るた めに相 当 と認 め られ る間

接 強制金 の額 と しては,違 反行為 を した 回数1回 につ き15万 円 と定 め るの が相

当で あ る。

4よ って,主 文 の とお り決 定す る。
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平成28年2.月29日

大阪地方裁 判 所第14民 事部

裁 判 官 高 嶋 由 子
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(別紙)

契約条項 目録

被告 と顧客 とのあいだで締結 され る結婚式に着用す るウェディング用衣装 の

レンタル契約(以 下 「本件貸衣装契約」 とい う)に お ける消費者 の都合に よる

解約(以 下 「取 り消 し」 と言 う)の 場合 の 「取 り消 し料」を申し受 ける旨の約

款.

消費者 か らの解約 申入時期

① 契約 日か らご使用の30日 前まで

解約金の額

契約金額の30%

以 上
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れ は 正 本 で あ る

平成28年2月29日

大阪地方裁判所第14民 事部

裁判所書記官 小 山 和


